
堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付要綱 

 

令和８年４月１日制定 

１ 補助金の名称 

補助金の名称は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金（以下「補助金」という。）とする。 

 

２ 補助金の目的 

  補助金は、伝統産業事業者が行う工場用建物の取得・改修や生産設備の購入・修繕、操業環境の

改善、稀少道具類の購入・修理に要する経費を支援することにより、生産力を強化し、伝統産業の

振興を図ることを目的とする。 

 

３ 堺市補助金交付規則との関係 

  補助金の交付については、堺市補助金交付規則（平成１２年規則第９７号。以下「規則」とい

う。）及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

４ 定義 

  この要綱において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるとおりとする。 

（１）伝統産業事業者 本市内に主たる事業所を有し、次のいずれかの伝統産品を製造する事業者。 

① 打刃物 

② 注染・和晒 

③ 線香 

④ 昆布加工（手すき昆布） 

（２）中小企業者 本市内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和３８年法律１５４号)第２条

第１項に規定する中小企業者をいう。ただし、みなし大企業は除く。 

（３）みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。 

① 発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を、同一の大企業が所有している者 

② 発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を、大企業が所有している者 

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている者 

（４）小規模事業者 本市内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和３８年法律１５４号)第２

条第５項に規定する小規模企業者をいう。 

（５）団体 ４（１）に定める伝統産品を製造する中小企業者又は小規模事業者により構成される組

織をいう。 

（６）生産力強化 伝統産品を継続的かつ安定的に製造するための生産環境を整備し、生産力を強化

する次の行為をいう。 

① 工場の用に供する建物の取得又は改修により、生産基盤を整備すること。 

② 生産設備の購入又は修繕により、生産量、品質等を向上させること。 

③ 工場の温湿度、騒音、振動等の対策により操業環境を改善し、稼働率の向上等につなげる

こと。 

④ 稀少道具類の購入又は修理により、技能継承、生産活動の維持・拡大及び品質の安定化を

図ること。 

（７）工場 本市内において４（１）に定める伝統産品の製造の用に供する建物 

（８）生産設備 ４（１）に定める伝統産品の製造工程に直接に用いられ、生産基盤を支えるものを

いう。 



（９）操業環境改善のための設備 温湿度、騒音、振動等を対策し、生産活動を間接的に支えるもの

をいう。 

（１０）稀少道具類 伝統的技術又は技法による製造に不可欠で、かつ代替が困難な道具をいう。 

（１１）取得 工場の用に供する建物を新設、増設、建替えまたは購入により調達することをいう。 

（１２）改良 自己の用に供している建物内部を伝統産品の製造に適した環境に改装し、工場の拡張

又は機能の向上を図ることをいう。 

 

５ 補助事業等 

（１）補助対象者は、９（１）により事業計画の認定を受けた別表１に定める伝統産業事業者等とす

る。 

（２）補助対象事業は、市内において実施される伝統産品の生産力強化に資する別表１の事業とする。 

（３）その他、補助率、補助限度額、及び補助対象期間は別表２のとおりとする。 

 

６ 補助対象経費 

（１）補助金の交付の対象となる経費は、別表３に掲げるもののうち、補助事業の執行に必要と認め

られる経費とする。 

（２）補助対象として取得又は改修する建物の中に補助対象となる機能とその他の機能が存在する場

合は、各機能が有する床面積により建物に占める割合を算定し、当該割合を別表３に定める経費

に乗じて得た額とする。 

 

７ 補助金の額 

（１）補助金の額は、本補助金の予算の範囲内において、別表２のとおりとする。 

（２）ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（３）消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）に規定する地方消費税に規定する額は、補助対象経費から除外するものとする。 

 

８ 事業計画の認定 

（１）事業計画の認定を受けようとする者は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定申請

書（様式第１号。以下「計画認定申請書」という。）を、別に定める期日までに市長に提出しな

ければならない。ただし、既に９（１）により認定を受けた事業計画がある場合は、その事業計

画が完了するまで又は９（４）により取り消されるまでは新たに申請することができない。 

（２）計画認定申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

  ① 役員情報届出書（第１号の２。法人に限る。） 

  ② 事業計画書（様式第２号） 

  ③ 発行後３か月以内の履歴事項全部証明書（登記がない場合を除く。） 

  ④ 直近の決算報告書の写し（個人の場合は、これに相当する書類）（第１期決算未達の場合は

申立書） 

⑤ 直近の事業年度に係る法人の市民税（個人の場合は、直近の年度に係る市民税）を完納した

ことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し（第１期決算未到達の場合

は申立書） 

  ⑥ 補助対象経費の見積書の写し又は予定額を確認できる書類 

  ⑦ 建物の平面図及び工場の配置図（別表１補助対象事業①の場合のみ） 

  ⑧ その他市長が必要と認める書類 



 

９ 認定可否の通知 

（１）市長は、事業計画の認定可否の決定を行い、その結果を堺市伝統産業生産力強化支援補助金事

業計画認定可否通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（２）市長は、認定可否の決定に際し、堺市中小企業者等支援事業審査会にて、意見聴取及び審査を

行うことができる。 

（３）市長は、認定に際し、必要と認める場合は条件を付すことができる。 

（４）市長は、（１）の規定により認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）が、次のいずれ

かに該当するときは、その認定を取り消し、堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定取

消通知書（様式第４号）により、当該認定の取消しを受ける認定事業者に通知するものとする。 

① 偽りその他不正な手段により事業計画の認定を受けたとき 

② 補助要件を満たさなくなったとき 

③ １２（４）に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき 

④ 補助金交付決定後、当該交付決定を全部取り消されたとき 

⑤ その他事業計画の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき 

 

１０ 補助金の交付の申請 

（１）補助金の交付を受けようとする者は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付申請書（様式第

５号）に次に掲げる書類を添えて、別表４に定める日までに市長に提出しなければならない。 

（２）（１）の規定による申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。 

① 収支予算書（様式第６号） 

② 補助対象経費の見積書又はこれに相当する書類の写し 

③ ９の規定により通知された認定通知書の写し 

④ 建物の取得又は改修に係る契約書の写し（別表１補助対象事業①の場合のみ） 

⑤ 事業計画書（様式第２号）（事業計画の認定申請時と変更があった場合に限る） 

⑥ その他市長が必要と認める書類 

 

１１ 補助金の交付の決定 

（１）市長は、１０に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認め

たときは、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付決定通知書（様式第７号）により、申請者に

通知するものとする。 

（２）市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市伝統産業生産

力強化支援補助金不交付決定通知書（様式第８号）により、申請者に通知するものとする。 

 

１２ 補助金の交付の条件 

補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。 

（１）補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業に要する経費の配分の変更（予算総額の１００分の２０以内の流用増減を除く）をし、

若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合にお

いては、速やかに市長に報告すること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、

速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（４）次の全てに該当しないこと。 



① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団又は法第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に「暴

力団員」という。）若しくは堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）第２条第３号に

規定する暴力団密接関係者（以下単に「暴力団密接関係者」という。） 

② 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員（法第９条第２１号ロに規定する役員をい

う。）が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者 

（５）規則の規定に従うこと。 

 

１３ 変更等の申請 

（１）補助事業者は、１２（２）に定める補助事業の項目に要する経費の配分を変更（予算総額の１

００分の２０以内の流用増減を除く）をし、若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を

中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市伝統産業生産力強化支援補助金変更

（中止・廃止）届出書（様式第９号）に１０（２）に規定する書類のうち、当該変更に必要な書

類を添えて、速やかに市長に申請をしなければならない。 

（２）市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市伝統産業生産力強

化支援補助金変更（中止・廃止）決定通知書（様式第１０号）により、申請者に通知するものと

する。 

 

１４ 交付申請の取下げ 

１０（１）に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して３０日以内

に当該交付の申請を取り下げることができる。 

 

１５ 補助事業の経理等 

補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区

分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

 

１６ 実施状況の調査等 

市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告

を求め、又は現地調査を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。 

 

１７ 実績報告 

（１）補助事業者は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金実績報告書（様式第１１号。以下「実績報

告書」という。）を、補助金の交付申請を行った日の翌年度４月１５日までに市長に提出しなけ

ればならない。 

（２）実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。 

① 事業実施報告書（様式第１２号） 

② 収支決算書（様式第１３号） 

③ 補助対象経費に係る支出を証明する書類の写し 

④ 補助事業を実施したことを証明する書類 

⑤ その他市長が必要と認める書類 

 

１８ 補助金の額の確定 

（１）市長は、１７の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容 



を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。 

（２）市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市伝統産業生産力強化支援補助金 

確定通知書（様式第１４号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（３）市長は、（１）の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付 

することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。 

 

１９ 補助金の交付 

（１）市長は、１８の規定による補助金の額の確定後交付する。 

（２）補助事業者は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付請求書（様式第１５号）により、補助

金の額の確定通知を受けた日から起算して１５日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わ

なければならない。 

 

２０ 交付の決定の取消し等 

（１）市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消し、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付決定取消通知書（様式第１６号）により、当

該交付決定の取消しを受ける補助事業者に通知するものとする。 

① 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

② 補助要件を満たさなくなったとき 

③ １２に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき 

④ その他補助金の交付の決定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき 

（２）市長は（１）の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部

分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定めるところにより、期間を定めて補助

金の返還を命ずるものとする。 

 

２１ 事業実施経過報告 

（１）補助事業者は、補助事業終了後２年間は毎年度末までに、堺市伝統産業生産力強化支援事業実

施経過報告書（様式第１７号）を市長に提出しなければならない。 

（２）市長は、事業の内容確認のため、補助事業者に対し、現地調査及び事業実施経過の聞き取りを

行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う調査及び聞き取りに対

して、必ず協力するものとする。 

 

２２ 成果の公表等 

補助事業者は、市長が事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じて公表するなど広

く周知する場合は協力するものとし、市の産業施策への参画に努めること。 

 

２３ 重複の除外 

   市長は、補助事業者が事業の実施に際し、他の助成制度（補助金、委託費）などを活用して財

政的な支援を受ける場合は、当該他の助成対象事業費を本事業の補助対象経費から除外した場合

に限り、補助金を交付することができるものとする。 

 

２４ 財産の処分の制限 

（１）規則第 22 条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。 

① 財産の種類 取得若しくは購入価格又は効用の増加した価格が 10 万円以上の財産とする。 



② 期間 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める期

間とする。 

（２）補助事業者は、市長の承認を受け、規則第 22 条に規定する財産を処分し、その収入の全部又

は一部を市長に納付しなければならない。 

 

２５ 委任 

 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付の決定を受

けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

補助対象事業 補助対象者 

① 工場の用に供する建物の取得又は改修 伝統産業事業者のうち、中小企業者、小規模事

業者または団体 

② 生産設備の購入又は修繕 伝統産業事業者のうち、中小企業者及び小規模

事業者 

③ 操業環境改善のための設備の購入又は修繕 伝統産業事業者のうち、②の補助対象事業を合

わせて実施する小規模事業者 

ただし、①の補助対象事業を合わせて実施しな

い者に限る 

④ 稀少道具類の購入又は修理 伝統産業事業者のうち、小規模事業者 

 

別表２ 

補助対象事業区分 補助率 補助金限度額 補助対象期間 

① 工場の用に供

する建物の取

得又は改修 

１０分の１以内 上限５０，０００千円 

下限１，０００千円 

事業計画認定日からその翌年度の３月

３１日 

② 生産設備の購

入又は修繕 

３分の１以内 

ただし、①と合

わせて実施する

場合、又は工場

の用に供する建

物の取得もしく

は改良と合わせ

て 実 施 す る 場

合、２分の１以

内 

上限２，０００千円 

下限１００千円 

交付決定日からその年度の３月３１日 

ただし、①と合わせて実施する場合は

計画認定日からその翌年度の３月３１

日 

③ 操業環境改善

のための設備

の購入又は修

繕 

３分の１以内 

 

上限２，０００千円 

下限１００千円 

交付決定日からその年度の３月３１日 

 

④ 稀少道具類の

購入又は修理 

３分の１以内 上限５００千円 

下限１００千円 

交付決定日からその年度の３月３１日 

ただし、①と合わせて実施する場合は

計画認定日からその翌年度の３月３１

日 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３ 

補助対象事業区分 補助対象経費 

① 工場の用に供する建物の取得又は改修 建物、建物付属設備、構築物の設計、取得、建

築、改修、既設物撤去、運搬等に係る費用（土

地の測量、造成、取得、使用等に係る経費を除

く） 

② 生産設備の購入又は修繕 生産設備の購入、製造、改良、据付、修繕、機

械等の試運転、運搬等に要する経費（汎用性が

高く使用目的が特定できないとみなされるもの

は除く。） 

③ 操業環境改善のための設備の購入又は修繕 設備の購入、製造、改良、据付、修繕、運搬等

に要する経費 

④ 稀少道具類の購入又は修理 道具類の購入、製造、改良、修繕、運搬等に要

する経費 

 

別表４ 

補助対象事業区分 交付申請書提出期限 

① 工場の用に供する建物の取得又は改修 補助事業で取得又は改修した工場での事業を開

始した日から起算して３０日以内又は事業を開

始した日の属する年度の３月３１日のいずれか

早い日 

② 生産設備の購入又は修繕 事業計画の認定を受けた日から起算して３０日

以内 

ただし、区分①と合わせて申請する場合は①の

提出期限に準ずる。 

③ 操業環境改善のための設備の購入又は修繕 事業計画の認定を受けた日から起算して３０日

以内 

④ 稀少道具類の購入又は修理 事業計画の認定を受けた日から起算して３０日

以内 

ただし、区分①と合わせて申請する場合は①の

提出期限に準ずる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定申請書 

 

 

年  月  日 

 

堺 市 長 様 

 

 

申請人 

                      所在地 

                      名 称 

             代表者職氏名 

 

 堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付要綱８（１）に基づき、関係書類を添えて申請します。 

補助金交付 

希 望 額 
 

申 請 区 分 

□ ①工場の用に供する建物の取得又は改修 

□ ②生産設備の購入又は修繕 

□ ③操業環境改善のための設備の購入又は修繕 

□ ④稀少道具類の購入又は修理 

申 請 理 由 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 

１ 役員情報届出書(様式第１号の２。法人の場合に限る) 

２ 事業計画書（様式第２号） 

３ 発行後３か月以内の履歴事項全部証明書の写し（登記がない場合を除く。） 

４ 直近の決算報告書の写し（個人の場合は、これに相当する書類）（第１期決 

算未達の場合は申立書） 

５ 直近の事業年度に係る法人の市民税（個人の場合は直近の年度に係る市民

税）を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の

写し（第１期決算未達の場合は申立書） 

６ 補助対象経費の見積書の写し又は予定額を確認できる書類 

７ 建物の平面図及び工場の配置図（別表１補助対象事業①の場合のみ） 

８ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 



様式第１号の２ 

役員情報届出書 

 

   年   月   日 

 

   堺 市 長   様 

申請人 

名 称     

代表者職氏名  

   

堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付要綱８（２）の規定により、補助金の交付申請を行うに

当たり、次のとおり役員情報を届け出ます。なお、記載内容に変更が生じた場合は、変更の内容及

び理由を記載し、その都度、速やかに届け出ます。 

 

≪変更の場合：理由≫ 

 

 

 

《役員情報》 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

  

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 



様式第２号 

事業計画書 

１ 申請者の概要 

事 業 者 名  

担 当 者 

連 絡 先 

部 署 名  

職 氏 名  

T E L  F A X  

e - m a i l  

所 在 地 

（〒   －     ） 

 

TEL FAX 

業 種 
□打刃物 □注染・和晒 

□線香 □昆布加工  
創 業 年 月 年     月 

資 本 金 万円 従 業 者 数 人 

役 員 数 
     人（うち大企業の役員又は職員を兼ねている者の人数    

人） 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 申請概要 

□ ①工場の用に供する建物の取得又は改修  

区分 □新設 □増設 □建替え □購入 □改修 

予定地  

内容 

着工予定日     年  月  日 

竣工予定日     年  月  日 

補助対象 

経費見込 

 

             円 

※土地取得関連費用、消費税等を除く 

整備面積 
延床（賃貸）面積          ㎡ 

うち、補助事業に係る占有面積          ㎡ 
 

 

□ ②生産設備の購入又は修繕 

□ ③操業環境改善のための設備の購入又は修繕 

□ ④稀少道具類の購入又は修理 

区分 

② □購入 □修繕 

□※工場の用に供する建物の取得・改良と合わせて行う 

③ □購入 □修繕 

④ □購入 □修理 

予定地  

内容 

購入・修繕・修理 

予定日 
    年  月  日 

設備・道具等  

補助対象 

経費見込 

 

             円 

※消費税を除く 

 

３ 当該事業に係る他の助成制度（補助金、委託費） 

□無し □有り（以下に記載） 

名称 実施機関 状態 金額 

    

    

 

 

 

 



４ 申請事業の内容 

補助対象希望期間     年 月 日 から   年 月 日まで 

○事業の概要 

 

 

 

 

 

○現在の生産体制と課題 

 

 

 

 

 

（稀少道具類の購入、修理を行う場合） 

○必要性、代替が困難な理由 

 

 

 

 

 

 

○生産力強化につながる見込効果 

補助事業終了年度 

 

 

 

 

補助事業終了翌年度 

 

 

 

 

 

補助事業終了翌々年度以降 

 

 

 

 

 

 



５ 事業実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定可否通知書 

 

 

 第     号 

  年  月  日 

 

申請人 

              様 

 

 

堺 市 長          

 

 

  年  月  日付けで申請のあった事業計画の認定可否結果については、次のとおりとなりま

したので、通知します。 

 

可否結果 

 

 

 

【認定区分】 

□ ①工場の用に供する建物の取得又は改修 

□ ②生産設備の購入又は修繕 

□ ③操業環境改善のための設備の購入又は修繕 

□ ④稀少道具類の購入又は修理 

 

１ 補助金交付申請可能額 

２ 補助率 

３ 補助対象期間  

４ 次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。 

（１）偽りその他不正な手段により事業計画の認定を受けたとき 

（２）補助要件を満たさなくなったとき 

（３）堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付要綱１２に規定する補助金の交付の条件を遵守し

ていないと認められるとき 

（４）補助金交付決定後、当該交付決定を全部取り消されたとき 

（５）その他事業計画の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき 

 

 

 

 

 



 

様式第４号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定取消通知書 

 

 

 第     号 

  年  月  日 

 

申請人 

              様 

 

 

堺 市 長          

 

 

  年  月  日付け  第  号で認定を行った堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画

について、次のとおり取り消したので通知します。 

 

＜取消理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付申請書 

 

 

年  月  日 

 

堺 市 長 様 

 

 

申請人 

                       所在地 

                       名 称 

                       代表者職氏名 

 

年度堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付要綱１０（１）に基づき、関係書類を添えて申請し

ます。 

補助金交付

申 請 額 
 

申 請 理 由  

担 当 者 （担当部署）           （職氏名） 

添 付 書 類 

１ 収支予算書(様式第６号) 

２ 補助対象経費の見積書又はこれに相当する書類の写し 

３ 認定可否通知書の写し 

４ 建物取得等に係る契約書の写し（別表１補助対象事業①の場合のみ） 

５ 事業計画書（様式第２号）（事業計画の認定申請時と変更があった場合に限

る） 

６ その他市長が必要と認める書類 

 



 

様式第６号 

収支予算書 

                事業者名                          

収 入  （単位 円） 

収 入 の 種 類 予 算 額 内容説明（算出基礎等） 

１ 自己資金   

２ 堺市補助金 ※  

３ その他   

収 入 合 計    

 

支 出 

   

（単位 円） 

項 目 予 算 額 
左のうち堺市 

補助金充当額 
内容説明（算出基礎等） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

補助対象経費小計  ※  

 補助対象外経費    

支 出 合 計  ※  

※は、それぞれ一致するものとする。 



 

様式第７号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付決定通知書 

 

第      号 

年   月   日 

申請人 

        様 

 

                     堺 市 長             

 

 

       年    月    日付けで交付申請のあった補助金については、次のとおり交付

することに決定したので、通知します。 

補 助 年 度 年度 補 助 金 の 名 称  

補 助 金 交 付 額          円 

交 付 予 定 時 期 

 

金額一括            年    月 

 

※ただし、交付の時期は事業実施時期の変更その他の事情により変更することがある。 

１ 補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業に要する経費の配分の変更（予算総額の１００分の２０以内の流用増減を除く）をし、若しくは補助

事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、速やかに市長に報

告すること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長

に報告してその指示を受けること。 

（４）次の全てに該当しないこと。 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第

２号に規定する暴力団又は法第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に「暴力団員」という。）若しくは堺

市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）第２条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下単に「暴力団

密接関係者」という。） 

② 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員（法第９条第２１号ロに規定する役員等をいう。）が暴力団

員又は暴力団密接関係者に該当する者 

（５）規則の規定に従うこと。 

 

 

 

 



 

様式第８号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金不交付決定通知書 

 

 

第    号 

  年  月  日 

 

申請人 

         様 

 

堺 市 長            

 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった堺市伝統産業生産力強化支援補助金については、

次のとおり交付しないことに決定したので、通知します。 

 

 

＜不交付決定理由＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第９号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金変更（中止・廃止）届出書 

 

 

年  月  日 

 

 

堺 市 長 様 

 

申請人 

所在地    

名 称    

代表者職氏名  

 

 堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付要綱１３（１）の規定に基づき、届出をします。 

 

１ 変更（中止・廃止）理由 

 

 

２ 変更内容 

変 更 前 変 更 後 

  

１ 計画を中止・廃止する場合については、理由のみ記入してください。 

 

 

 



 

様式第１０号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金変更（中止・廃止）決定通知書 

 

 

  第      号 

年   月   日 

 

申請人 

              様 

 

堺 市 長           

 

      年  月  日付けで変更（中止・廃止）の届出のあった補助金については、次のとお

り交付することに決定したので通知します。 

補 助 年 度 年度 補 助 金 の 名 称  

変更（中止・廃止）

前 

補 助 金 交 付 額 

                  円 

変更（中止・廃止）

後 

補 助 金 交 付 額 

                  円 

交 付 予 定 時 期 
 

１ 補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業に要する経費の配分の変更（予算総額の１００分の２０以内の流用増減を除く）をし、若しくは補助

事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、速やかに市長に報

告すること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長

に報告してその指示を受けること。 

（４）次の全てに該当しないこと。 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第

２号に規定する暴力団又は法第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に「暴力団員」という。）若しくは堺

市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）第２条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下単に「暴力団

密接関係者」という。） 

② 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員（法第９条第２１号ロに規定する役員等をいう。）が暴力団

員又は暴力団密接関係者に該当する者 

（５）規則の規定に従うこと。 

 

 



 

様式第１１号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金実績報告書 

 

   年   月   日    

 

堺 市 長 様 

 

申請人 

所在地 

名 称 

代表者職氏名   

 

  年度堺市伝統産業生産力強化支援補助金について、次のとおり関係書類を添えて、報告します。 

補 助 年 度   年度 補 助 金 の 名 称  

交 付 決 定    年   月    日付け通知         第       号 

補助金交付決定額 円 

実 績 の 概 要 

（内容、効果等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 

１ 事業実施報告書（様式第１２号） 

２ 収支決算書(様式第１３号) 

３ 補助対象経費に係る支出を証明する書類の写し 

４ 補助事業を実施したことを証明する書類 

５ その他市長が必要と認める書類 



 

様式第１２号 

 

事業実施報告書 

 

項  目 実施内容の説明 

  

１ 項目欄は、補助事業の内容に合わせて記入すること。 

２ 事業実施の内容を説明するために必要があれば、適宜欄を設けるなど変更すること。 

 

 

 

 



 

様式第１３号 

収支決算書               

 

          事業者名                          

収 入  （単位 円） 

収 入 の 種 類 決 算 額 内容説明（算出基礎等） 

１ 自己資金   

２ 堺市補助金 ※  

３ その他   

収 入 合 計    

 

支 出 

   

（単位 円） 

項 目 決 算 額 
左のうち堺市 

補助金充当額 
内容説明（算出基礎等） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

補助対象経費小計  ※  

補助対象外経費 
   

支 出 合 計 
 ※  

※は、それぞれ一致するものとする。 

 



 

様式第１４号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金確定通知書 

 

 

第     号  

年   月   日  

 

申請人 

           様 

 

 

                        堺 市 長         

  

 

 

      年    月   日付け      第       号で交付決定した補助金に

ついて、補助金実績報告書の審査結果に基づき、次のとおり確定したので通知します。 

補 助 年 度    年度 補 助 金 の 名 称  

補 助 金 交 付 

決 定 額 
円 

補 助 金 確 定 額 円 

１ 補助金は、請求により交付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１５号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付請求書 

   

 年   月   日   

 

堺 市 長 様 

所在地     

名 称     

代表者職氏名  

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付要綱１９(２)の規定により、次のとおり

請求します。 

 

補 助 年 度    年度 補 助 金 の 名 称  

交 付 決 定 通 知 年  月 日付け通知 第     号 

補助金交付決定額      円 

確 定 通 知   年   月  日付け通知 第     号 

補助金確定通知額      円 

内訳 

既 受 領 額      円 

今回請求額      円 

残 額      円 

 

振込先 

金 融 機 関 名 

     銀行・信用金庫 

     支店 

預 金 種 別   

口 座 番 号        

口 座 名 義 人 

（申請人と同一名

義）  

 ふりがな 

      



 

様式第１６号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付決定取消通知書 

 

 

 第     号 

  年  月  日 

 

申請人 

              様 

 

 

堺 市 長          

 

 

  年  月  日付け  第  号で交付決定を行った堺市伝統産業生産力強化支援

補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので通知します。 

 

＜取消理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１７号 

 

堺市伝統産業生産力強化支援事業実施経過報告書 
   

 年   月   日   

 

堺 市 長 様 

所在地     

名 称     

代表者職氏名  

 

  年 月 日付け  第  号にて認定を受けた事業計画の実施経過について、堺市伝

統産業生産力強化支援補助金交付要綱２１（１）の規定により下記のとおり報告します。 

 

１ 生産状況について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生産実績、体制について  

 補 助 事 業 完 了

前年度  

（ 年度）  

補 助 事 業 完 了

年度  

（ 年度）  

補 助 事 業 完 了

翌年度  

（ 年度）  

補 助 事 業 完 了

翌々年度  

（ 年度）  

生産量  

（ 本 、 個 、 kg な

ど）  

    

売上額（円）      

従業員数（人）      

※従業員数は正規・非正規従業員の合計  


